
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
七
号
）

一

知
事
直
轄
組
織
に
知
事
戦
略
公
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

危
機
管
理
部

１

危
機
管
理
政
策
課
、
防
災
対
策
推
進
課
、
消
防
保
安
課
、
消
費
者
政
策
課
及
び
安
全
衛
生
課
を

設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

防
災
対
策
推
進
課
に
事
前
復
興
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

企
画
総
務
部

１

政
策
企
画
課
、
総
務
監
察
課
、
人
事
課
、
職
員
厚
生
課
、
総
務
事
務
管
理
課
、
財
政
課
、
管
財

課
、
税
務
課
、
市
町
村
課
、
情
報
政
策
課
及
び
統
計
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

総
務
監
察
課
に
法
制
文
書
室
を
、
情
報
政
策
課
に
行
政
Ｄ
Ｘ
推
進
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た

。

四

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部

１

に
ぎ
わ
い
政
策
課
、
観
光
政
策
課
、
万
博
推
進
課
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
、
ス
ポ
ー
ツ
交
流
課
、

文
化
振
興
課
及
び
文
化
資
源
活
用
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

観
光
政
策
課
に
交
流
創
造
室
を
、
文
化
振
興
課
に
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
室
を
設
置
す
る
こ
と
と

し
た
。

五

生
活
環
境
部

１

生
活
環
境
政
策
課
、
県
民
ふ
れ
あ
い
課
、
労
働
雇
用
政
策
課
、
男
女
参
画
・
人
権
課
、
交
通
政

策
課
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
社
会
推
進
課
、
環
境
指
導
課
及
び
環
境
管
理
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た

。
２

生
活
環
境
政
策
課
に
国
際
交
流
室
を
、
労
働
雇
用
政
策
課
に
移
住
交
流
室
を
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル

社
会
推
進
課
に
脱
炭
素
推
進
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

こ
ど
も
未
来
部

こ
ど
も
未
来
政
策
課
、
子
育
て
応
援
課
及
び
青
少
年
・
こ
ど
も
家
庭
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た

。

七

保
健
福
祉
部

１

国
保
・
地
域
共
生
課
を
地
域
共
生
推
進
課
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

健
康
づ
く
り
課
を
健
康
寿
命
推
進
課
に
改
組
し
、
同
課
に
国
保
運
営
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し

た
。

八

経
済
産
業
部

１

経
済
産
業
政
策
課
、
企
業
支
援
課
、
産
業
創
生
・
大
学
連
携
課
及
び
産
業
人
材
課
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
た
。

２

経
済
産
業
政
策
課
に
商
務
流
通
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

九

農
林
水
産
部

１

も
う
か
る
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
を
と
く
し
ま
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
に
、
鳥
獣
対
策
・
ふ
る
さ
と
創
造

課
を
鳥
獣
対
策
・
里
山
振
興
課
に
、
ス
マ
ー
ト
林
業
課
を
林
業
振
興
課
に
、
森
林
整
備
課
を
森
林

土
木
・
保
全
課
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

農
林
水
産
政
策
課
に
農
地
政
策
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

十

県
土
整
備
部



１

水
管
理
政
策
課
を
河
川
政
策
課
に
、
砂
防
・
気
候
防
災
課
を
砂
防
防
災
課
に
、
水
・
環
境
課
を

水
環
境
整
備
課
に
、
運
輸
政
策
課
を
港
湾
政
策
課
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

都
市
計
画
課
に
ま
ち
づ
く
り
室
を
、
営
繕
課
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
一

そ
の
他
知
事
の
内
部
組
織
、
職
制
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

十
二

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
八
号
）

一

機
構
改
革
の
実
施
、
法
令
の
改
正
等
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
九
号
）

一

次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
、
機
構
改
革
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則

２

徳
島
県
会
計
規
則

３

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則

４

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則

５

徳
島
県
契
約
事
務
規
則

６

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則

７

徳
島
県
財
政
事
情
の
公
表
の
閲
覧
の
請
求
及
び
そ
の
方
法
に
関
す
る
規
則

８

徳
島
県
公
舎
管
理
規
則

９

徳
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
施
行
規
則

河
川
法
施
行
細
則

10

徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則

11

徳
島
県
物
品
購
入
審
査
委
員
会
規
則

12

徳
島
県
職
員
の
勤
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則

13

徳
島
県
補
償
審
査
委
員
会
設
置
規
則

14

徳
島
県
職
員
委
員
会
規
則

15

徳
島
県
用
度
事
業
特
別
会
計
規
則

16

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則

17

徳
島
県
庁
舎
等
管
理
規
則

18

正
木
ダ
ム
操
作
規
則

19

徳
島
県
土
地
改
良
財
産
規
則

20

生
活
保
護
法
施
行
細
則

21

徳
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則

22

福
井
ダ
ム
操
作
規
則

23

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則

24

徳
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則

25

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
職
員
を
定
め
る
規
則

26

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

27
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細

28
則



徳
島
県
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
気
候
変
動
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則

29

徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則

30
二

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


